
【その他施設費】

【官庁営繕事業】

事業
計画の
必要性

事業
計画の
合理性

事業    計
画の
効果

33
100
点

100
点

146
点

大臣官房
官庁営繕部計画課

（課長 川元
茂）

※ 事業計画の必要性－既存施設の老朽・狭隘・政策要因等、施設の現況から事業計画を早期に行う必要性を評価する指標

   事業計画の合理性－採択案と同等の性能を確保できる代替案の設定可能性の検討、代替案との経済比較等から新規事業として行うことの合理性を評価

　　　　　　　　　　 する指標（合理性の有無により、100点か0点のいずれかを評点とする）

   事業計画の効果　－通常業務に必要な機能を満たしていることを確認･評価する指標

その他

国立京都国際会館
展示施設
近畿地方整備局

　施設の不備を解消する必要性が認められる。経済性、採算性等の合理性があり、位置・規模・構造が適切で事
業の効果が認められる。

平成２６年度予算に向けた新規事業採択時評価結果一覧
（平成２６年２月現在）

事 業 名
事業主体

総事業費
（億円）

評　　　価

担当課
（担当課長名）

別添３

　（採択要件：事業計画の必要性100点以上、事業計画の合理性100点、事業計画の効果100点以上を全て満たす）



○政府予算案の閣議決定時に個別箇所で予算決定された事業（平成25年８月もしくは12月に評価結果を公表済）

【公共事業関係費】
【港湾整備事業】
（直轄事業）

63
〔20〕

413 56 7.4

港湾局
計画課

（課長　菊地　身
智雄）

相馬港 航路・泊地整
備事業
東北地方整備局

【内訳】
船舶の大型化による輸送コスト削
減:411億円
残存価値：1.9億円
【主な根拠】
平成39年度予測取扱貨物量：71万ト
ン/年

①国内立地企業へのエネルギー安定供給による産業競争力の強化
　本事業の実施により、LNGを安価で安定的に供給することが可能となり、
国内製造業の競争力強化および地域の雇用確保に寄与する。
②多重性（リダンダンシー）の確保によるエネルギー供給の安定性向上
　日本海側のLNG輸入配分基地に加え、太平洋側にも基地を整備することに
より、大規模地震等により一方の機能が失われた場合の支援体制が確保さ
れ、ガス供給機能の早期復旧が可能となるなど、エネルギー供給の安定性
が向上する。
③ＬＮＧを利活用する新たな産業の立地促進と震災からの復興支援
　LNG基地の立地に伴い、発電や冷熱利用倉庫等の新たな企業立地が期待さ
れる。また、企業立地が進むことにより雇用が増大し、定住人口の拡大、
活力あるまちづくりが進展し、被災地の復興、地域経済活性化に寄与す

事 業 名
事業主体

総事業費
（億円）

費用便益分析

貨幣換算が困難な効果等による評価
担当課

（担当課長名）
貨幣換算した便益:B(億円) 費用:C

(億円)
Ｂ／Ｃ

便益の内訳及び主な根拠

※[　]内は内数で港湾整備事業費

展
る。
④温室効果ガスの排出量減少等による環境負荷の低減
　船舶の大型化により、輸送時のCO2、NOxの排出量が低減される。



【その他施設費】

【官庁営繕事業】

事業
計画の
必要性

事業
計画の
合理性

事業    計
画の
効果

3.7
125
点

100
点

121
点

大臣官房
官庁営繕部計画課

（課長 川元
茂）

5.6
120
点

100
点

146
点

大臣官房
官庁営繕部計画課

（課長 川元
茂）

3.7
115
点

100
点

121
点

大臣官房
官庁営繕部計画課

（課長 川元
茂）

※ 事業計画の必要性－既存施設の老朽・狭隘・政策要因等、施設の現況から事業計画を早期に行う必要性を評価する指標

   事業計画の合理性－採択案と同等の性能を確保できる代替案の設定可能性の検討、代替案との経済比較等から新規事業として行うことの合理性を評価

その他

湘南海上保安署
関東地方整備局

　耐津波性能の不足、狭あい、分散、借用返還を解消する必要性が認められる。経済性、採算性等の合理性があ
り、位置・規模・構造が適切で事業の効果が認められる。

事 業 名
事業主体

総事業費
（億円）

評　　　価

担当課
（担当課長名）

奈良地方気象台
近畿地方整備局

　耐震性の不足、老朽、狭あい、分散を解消する必要性が認められる。経済性、採算性等の合理性があり、位
置・規模・構造が適切で事業の効果が認められる。

串本海上保安署
近畿地方整備局

　耐津波性能の不足、老朽、狭あいを解消する必要性が認められる。経済性、採算性等の合理性があり、位置・
規模・構造が適切で事業の効果が認められる。

　　　　　　　　　　 する指標（合理性の有無により、100点か0点のいずれかを評点とする）

   事業計画の効果　－通常業務に必要な機能を満たしていることを確認･評価する指標

　（採択要件：事業計画の必要性100点以上、事業計画の合理性100点、事業計画の効果100点以上を全て満たす）

※総事業費については、消費税増税に伴う変更有



【船舶建造事業】

147

海上保安庁
装備技術部
船舶課

（課長　山﨑　壽久）

※総事業費については、消費税増税に伴う変更有

・事業計画の必要性－既存施設の老朽・狭隘・政策要因等、施設の現況から事業計画を早期に行う必要性を評価する指標

・事業計画の合理性－採択案と同等の性能を確保できる代替案の設定可能性の検討、代替案との経済比較等から新規事業
　　　　　　　 　 　として行うことの合理性を評価する指標

・事業計画の効果　－通常業務に必要な機能を満たしていることを確認・評価する指標

　※採択要件：事業計画の必要性、事業計画の合理性及び事業計画の効果がいずれも100点以上

事 業 名
事業主体

総事業費
（億円）

評　　　価
担当課

（担当課長名）

中型巡視船（ＰＭ型）
建造（４隻）
海上保安庁

整備しようとするPM型巡視船は、海上保安業務の遂行に必要な船体性能、監視採証能力、制圧能力、意思伝達能力、情報処理能力、曳航能力等を有し
ていることから、我が国周辺海域における海洋権益の保全、治安の確保、海難救助、海上防災等の事案対応体制の強化を図ることができる。



○政府予算案の閣議決定時に個別箇所で予算決定された事業（平成25年８月に評価結果を公表済）

【その他施設費】

【船舶建造事業】

364

海上保安庁
装備技術部
船舶課

（課長　山﨑　壽久）

平成２５年度補正予算に係る新規事業採択時評価結果一覧

（平成２６年２月現在）

事 業 名
事業主体

総事業費
（億円）

評　　　価
担当課

（担当課長名）

大型巡視船（ＰＬ型）
建造　（６隻）
海上保安庁

整備しようとするPL型巡視船は、海上保安業務の遂行に必要な船体性能、監視採証能力、制圧能力、意思伝達能力、情報処理能力、曳航能力等を
有していることから、我が国周辺海域における海洋権益の保全、治安の確保、海難救助、海上防災等の事案対応体制等の強化を図ることができ
る。



【海上保安官署施設整備事業】

事業計画の
必要性

事業計画の
合理性

事業計画の
効果

38
100
点

100
点

110
点

海上保安庁
装備技術部
施設補給課

(課長 奥原 徳男)

7
100
点

100
点

110
点

海上保安庁
装備技術部
施設補給課

(課長 奥原 徳男)

50
100
点

100
点

121
点

海上保安庁
装備技術部
施設補給課

(課長 奥原 徳男)

7.9
100
点

100
点

121
点

海上保安庁
装備技術部
施設補給課

(課長 奥原 徳男)

担当課
（担当課長名）その他

事 業 名
事業主体

総事業費
（億円）

評　　　価

石垣海上保安部の施設
整備
（専用桟橋の整備）
海上保安庁

尖閣諸島周辺海域における中国公船の常態的な徘徊に的確に対応するため、平成27年度中に大型
巡視船14隻相当の尖閣専従体制を確立させることとしており、これら巡視船を運用するために必
要な「専用桟橋」を尖閣諸島から最も近い石垣海上保安部に整備することで、領海警備を行うた
めに必要な体制を整えることができる。

石垣海上保安部の施設
整備
（船艇用品庫の整備）
海上保安庁

尖閣諸島周辺海域における中国公船の常態的な徘徊に的確に対応するため、平成27年度中に大型
巡視船14隻相当の尖閣専従体制を確立させることとしており、これら巡視船を運用するために必
要な「船艇用品庫」を尖閣諸島から最も近い石垣海上保安部に整備することで、領海警備を行う
ために必要な体制を整えることができる。

石垣海上保安部の施設
整備
（宿舎の整備）
海上保安庁

尖閣諸島周辺海域における中国公船の常態的な徘徊に的確に対応するため、平成27年度中に大型
巡視船14隻相当の尖閣専従体制を確立させることとしており、これら巡視船の運航に携わる乗組
員等の「宿舎」を尖閣諸島から最も近い石垣海上保安部に整備することで、領海警備を行うため
に必要な体制を整えることができる。

海上保安学校の施設整
備
（仮設寮及び仮設厚生
棟の整備）
海上保安庁

尖閣諸島周辺海域における中国公船の常態的な徘徊に的確に対応するため、平成27年度中に大型
巡視船14隻相当の尖閣専従体制を確立させることとしており、これら巡視船を運用するために新
たに必要となる乗組員等を確保・養成することができる。

※総事業費については、消費税増税等に伴う変更有

※採択要件：事業計画の必要性、事業計画の合理性及び事業計画の効果がいずれも100点以上

海上保安庁

・事業計画の必要性－既存施設の老朽・狭隘・政策要因等、施設の現況から事業計画を早期に行う必要性を評価する指標

・事業計画の合理性－採択案と同等の性能を確保できる代替案の設定可能性の検討、代替案との経済比較等から新規事業
　　　　　　　 　 　として行うことの合理性を評価する指標

・事業計画の効果　－通常業務に必要な機能を満たしていることを確認・評価する指標


	新規結果（様式５） 【H26d当初】
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